
 

瀬戸 公印規則 一部を改正する規則を に公 する  

成 月 ９日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 規則第９号 

瀬戸 公印規則 一部を改正する規則 

瀬戸 公印規則 昭和 瀬戸 規則第 号 一部を次 うに

改正する  

次 表 改正前 欄に掲 る規定を同表 改正後 欄に掲 る規定に下

線 示す うに改正する  

改正後 改正前 
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附 則 

規則 成 月 日か 施行する  
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